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ま

え

が

き

幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
仕
法
と
し
て
、
糸
割
符
制
と
い
う
貿
易
形
態
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
貿
易
形
態
は
、
長
崎
に
将
来

す
る
外
国
商
人
の
生
糸
を
、
糸
割
符
仲
間
と
い
う
わ
が
国
の
富
裕
な
特
定
向
人
層
の
仲
間
が
一
日
購
入
し
、
国
内
の
諸
国
間
人
に
分
配
す
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
際
、
外
国
商
人
か
ら
生
糸
を
購
入
す
る
価
格
と
、
諸
国
白
人
に
売
却
す
る
価
格
と
の
聞
に
生
じ
た
差
額
、

つ
ま
り
糸
割

符
増
銀
が
、

一
定
の
比
率
に
よ
っ
て
仲
間
に
配
分
さ
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
基
本
的
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
糸
害
符
増
鋭
に
せ
よ
、
の
ち
の
市
法
貨
物
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
貨
物
培
銀
に
せ
よ
、
長
崎
貿
易
に
お
け
る
利
益
鍛
の
一
部

が
、
糸
割
符
仲
間
の
外
に
町
方
に
自
分
さ
れ
た
の
は
、

い
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
貿
易
都
市
長
崎
と
駿
府
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
」
た
特
権
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て

本
稿
は
、
幕
府
の
直
穣
都
市
で
あ
る
右
の
両
都
市
以
外
に
も
、
長
崎
貿
易
に
お
け
る
利
益
銀
の
一
部
が
町
方
に
配
分
さ
れ
て
い
た
事
実
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
基
本
史
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
当
面
分
肝
の
対
象
と
す
る
平
一
戸
が
大
名
の
城
下
町
で
あ
り
、
か

大
名
領
圏
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
辰
野
）

五
七



大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

五
八

つ
分
国
糸
配
分
の
組
織
の
な
か
に
包
含
さ
わ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
従
来
貿
易
史
家
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
と
と
の
少
な
か
っ
た
大
名
鎖
国
に
お

け
る
分
国
糸
配
分
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
の
貿
易
仕
法
の
変
遷
に
対
応
し
て
、
大
名
領
国
に
お
け
る
貿
易
商
人
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
用
い
る
史
料
は
、

か
つ
て
平
戸
の
町
年
寄
を
つ
と
め
た
谷
村
家
所
蔵
の
「
御
役
所
御
手
鑑
」
で
あ
り
、
文
中
に
お
い
て
は
「
手
鑑
」
と

略
記
す
る
。

（

1
〉

門
註
｝

中
田
易
直
「
駿
府
と
長
崎
貿
易

l
l近
世
封
建
都
市
の
一
考
察

｜
｜
」
（
『
中
央
大
学
八
十
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
〉
。

分
国
系
そ
の
も
の
を
直
接
対
象
と
し
た
論
文
に
箭
内
健
次
「
分
間

糸
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
史
測
』
八
八
輯
）
が
あ
い
る
が
、
本
稿

は
、
寛
永
八
年
に
お
け
る
分
間
系
配
分
決
定
の
意
義
を
論
じ
た
の
み

で
、
大
名
領
国
に
お
け
る
分
国
系
配
分
の
問
題
に
ま
で
触
れ
る
に
至
っ

て
い
な
い
。

（

2
）
 

貿
易
仕
法
の
変
遷
と
平
戸
商
人

寛
永
十
八
年
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
長
崎
移
転
に
よ
る
外
国
貿
易
の
中
断
に
よ
っ
て
、
藩
財
政
に
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
平
戸
藩
は
、
そ
の
代

償
と
し
て
、
幕
府
か
ら
現
糸
十
丸
を
配
分
さ
れ
、
こ
こ
に
平
戸
藩
も
、
い
わ
ゆ
る
分
国
糸
配
分
の
組
織
の
な
か
に
包
含
き
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
周
知
の
よ
う
に
、
分
国
糸
配
分
の
組
織
と
は
、
寛
永
八
年
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
改
正
と
と
も
に
実
施
さ
わ
た
西
国
大
名
に
対
す
る
分
国

糸
の
配
分
の
組
織
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
筑
前
博
多
（
福
岡
藩
）

H
十
二
丸
半
。
筑
後
（
柳
川
。
久
留
米
藩
）
H
五
丸
・
肥
前

（
佐
賀
藩
）

H
H
五
丸
・
対
馬
（
厳
原
藩
）

U
二
丸
半
・
豊
前
小
倉
（
小
倉
藩
）
日
一
丸
半
と
い
う
割
合
で
配
分
さ
れ
た
。
こ
れ
に
寛
永
十
八
年

以
降
、
平
戸
〈
平
戸
藩
）
の
十
丸
が
追
加
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。



分
国
糸
の
配
分
比
率
か
ら
み
る
と
、
平
戸
藩
の
十
丸
は
、
福
岡
藩
の
十
二
丸
に
つ
い
で
第
二
位
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
平
戸
藩
は
そ
れ
ま
で
に
置
か
れ
た
特
殊
な
地
位
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
幕
府
の
直
轄
都
市
長
崎
に
奪
わ
れ
た
平
戸
の
商

人
団
の
幕
府
に
対
す
る
陳
情
運
動
も
効
を
奏
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
平
戸
藩
も
糸
割
符
制
下
の
分
国
糸
配
分
の
組
織
の
な
か
に
包
含
さ
れ
た
が
、

一
四
年
後
の
明
麿
元
年
に
は
、
糸
割
符
制
の
廃
止

と
と
も
に
分
国
糸
の
配
分
も
中
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
が
か
つ
て
貿
易
統
制
と
都
市
支
配
の
必
要
か
ら
、
五
カ
所
（
堺
・
京

都
・
長
崎
・
江
戸
・
大
阪
）
の
有
力
町
人
に
与
え
た
糸
割
符
商
人
（
仲
間
）
と
し
て
の
特
権
的
地
位
の
付
与
が
、
幕
府
権
力
の
体
制
的
確
立
に

価
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
幕
府
の
貿
易
政
策
を
示
す
も
の
、

よ
っ
て
不
必
要
に
な
っ
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
は
、
糸
の
取
引
を
広
く
一
般
商
人
に
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物

と
い
わ
わ
て
い
る
。

か
つ
て
外
国
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
平
戸
の
商
人
団
は
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
長
崎
移
転
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
う
け
、
そ
の
一
部
が
僅
か
に
現

糸
十
丸
の
配
分
を
う
け
て
余
命
を
保
っ
て
き
た
が
、
今
ま
た
糸
割
符
制
の
廃
止
に
と
も
な
う
分
国
糸
配
分
の
中
止
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
衰
退

は
決
定
的
と
な
り
、
な
か
に
は
鯨
組
に
転
向
す
る
も
の
も
現
わ
れ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
「
霜
木
覚
書
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。明

暦
二
年
申
ノ
年
（
元
年
未
ノ
年
か
）
、
長
崎
糸
ノ
割
符
御
破
被
成
、
当
町
人
共
取
来
候
糸
割
符
も
止
候
而
、
町
人
共
難
儀
仕
由
ニ
而
、
銀

子
弐
拾
貫
目
・
米
弐
千
俵
無
利
ニ
御
借
シ
手
廻
ヲ
仕
、
其
後
鯨
失
ヲ
も
仕
立
申
候
故
、
段
々
一
得
利
潤
、
比
ニ
至
而
銀
子
九
拾
貫
余
町
中
之
貯

銀
有
之
事

右
の
史
料
は
、
幕
府
の
貿
易
仕
法
の
変
遷
に
応
じ
て
、
大
名
領
国
に
お
け
る
貿
易
商
人
が
、
ど
の
よ
う
に
経
営
形
態
を
変
革
せ
し
め
て
い
っ

た
か
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

幕
府
は
糸
割
符
制
に
代
っ
て
相
対
仕
法
を
実
施
し
貿
易
の
自
由
化
を
図
っ
た
。
そ
の
結
果
、
長
崎
に
は
諸
国
の
商
人
が
多
数
参
集
し
、
輸
入

大
名
鎖
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

五
九



大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

。

貨
物
の
買
入
れ
を
争
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
た
め
却
っ
て
輸
入
品
の
価
格
は
騰
貴
し
、
貿
易
収
引
の
主
導
権
は
完
全
に
外
国
間
人
の
手
中
に
掌

握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
対
日
貿
易
史
上
、
最
大
の
黄
金
時
代
を
現
出
し
た
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い

て
、
幕
府
は
貿
易
仕
法
を
再
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
、
寛
文
十
二
年
市
法
貨
物
仕
法
が
設
定
さ
わ
た
の
で
あ
る
守
）

市
法
貨
物
仕
法
と
は
、
五
カ
所
商
人
か
ら
選
ば
れ
た
札
宿
老
・
自
利
役
ら
が
お
こ
な
っ
た
輸
入
貨
物
の
評
価
に
も
と
づ
い
て
、
長
崎
奉
行
所

で
価
格
の
最
終
決
定
を
お
こ
な
い
、
こ
の
価
格
で
外
国
商
人
と
収
引
す
る
貿
易
仕
法
を
い

5
。
購
入
し
た
貨
物
は
五
カ
所
お
よ
び
諸
国
の
商
人

に
売
渡
し
、
そ
の
差
額
を
市
法
会
所
の
利
益
銀
（
貨
物
増
銀
）
と
し
て
、
長
崎
の
地
役
人
・
町
人
、
さ
ら
に
は
他
の
四
カ
所
お
よ
び
諸
国
の
商

人
に
配
分
し
た
。

こ
の
仕
法
の
特
色
は
、
長
崎
奉
行
の
貿
易
業
務
に
つ
い
て
の
発
言
力
が
強
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
幕
府
は
本
仕
法
の
実
施
に
よ
っ
て
、
輸

入
品
に
対
す
る
価
格
の
決
定
権
を
学
中
に
収
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
内
容
的
に
は
糸
割
符
仕
法
を
そ
の
ま
ま
他
の
貨
物
全
般
に
援
用
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
糸
割
符
商
人
の
よ
う
な
特
権
商
人
は
存
在
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
貿
易
問
人
に
取
引
の
権
利
が

認
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
取
引
の
額
に
応
じ
て
商
人
を
大
・
中
・
小
の
三
段
階
に
分
ち
、
諸
国
の
商
人
を
長
崎
を
除
く
他
の
四
カ
所
に
分
属
せ

し
め
、
五
カ
所
お
よ
び
諸
国
の
商
人
の
各
々
に
つ
い
て
、
そ
の
取
引
額
を
詳
細
に
規
定
し
た
。

第
一
表
は
、
市
法
貨
物
仕
法
下
に
お
け
る
全
国
収
引
の
商
人
数
と
そ
の
収
引
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
取
引
商
人
の
数

は
全
国
六
、
六
四
六
名
、
取
引
額
－
万
入
、
二
六
三
貫
二
四
三
匁
（
分
以
下
切
捨
）
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
長
崎
商
人
は
五
、

四
一
二

名
、
取
引
額
一
万

O
、

一
四
四
貫
四

O
一
匁
で
、
そ
れ
ぞ
れ
入

0
．
%
以
上
を
占
め
、
鎖
国
体
制
下
の
外
国
貿
易
に
お
け
る
長
崎
商
人
の
有
利
性

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
貨
物
増
銀
の
配
分
も
他
に
比
較
し
て
遥
か
に
多
く
、
市
法
貨
物
仕
法
一
二
年
聞
に
お
け
る
総
増
銀
高
四

万
六
、
二
七
八
貫
余
の
う
ち
、
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
も
の
は
、
半
額
以
上
の
二
万
四
、
三
六
六
貫
余
に
達
し
た
と
い

5
。
こ
れ
ら
の
貨
物
増
加
明

が
長
崎
奉
行
以
下
の
諸
役
人
や
地
下
町
人
に
配
分
さ
れ
た
わ
け
で
、
長
崎
は
万
事
結
構
づ
く
め
と
な
り
、

「
無
益
の
翠
美
を
好
ミ
侯
」
傾
向
が



市法貨物仕法下における取引商人数と取引額
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堺 裁 伏見・志伊摩勢・紀伊・播磨

備中・

長 崎 s,412 I 10,144.401 1 

6，側｜ 1払263・加 ｜ 

第1表

大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

竹越与三郎「日本経済史』 5巻 P341～350による。（註〕

（同〉

顕
著
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
戸
は
近
江
・
伊
予
・
讃
岐
な
ど
と
と

も
に
、
江
戸
裁
判
に
分
属
さ
れ
た
が
、
先
に
挙
げ
た
史

料
に
よ
る
と
、

二
十
三
貫
五
百
目

平
戸
大
商
人

人

九
十
三
貫
四
百
白

同
所
中
商
人

二
十
三
人

九
十
二
貫
三
百
四
十
六
匁
二
分

同
所
小
向
人

三
十
二
人

六
貫
七
百
目

同
所
中
商
人

人

是
は
追
て
被
仰
付

と
あ
り
、
当
時
平
一
円
前
人
で
貨
物
取
引
に
参
加
し
て
い

た
商
人
が
五
九
名
、
取
引
額
二
一
五
貰
九
四
六
匁
二
分

に
達
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

「
手
鑑
」
に
よ
る
と
、

於
長
崎
諸
国
商
人
へ
貨
物
被
仰
付
、
当
所
商
人

主
ハ
も
貨
物
受
納
仕
候
事
寛
文
十
二
壬
子
之
年
初
、

天
和
二
壬
成
年
相
止
候
、
当
所
商
人
共
受
納
仕
候

-'-;, 



大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

国 .L..
ノ＼

貨
物
銀
ハ
御
勘
定
場
へ
御
預
リ
、
其
後
年
々
何
も
へ
被
下
置
候
、
貨
物
初
中
程
人
。
諸
国
ニ
而
国
貨
物
現
彼
仰
付
、
当
所
ニ
而
ハ
吉
村
庄
次

郎
被
差
越
相
勤
候
事

右
貨
物
被
仰
付
候
長
崎
御
奉
行
ハ
、
牛
込
忠
左
衛
門
様
・
松
平
甚
三
郎
様
ニ
而
御
座
候

と
あ
り
、
平
一
戸
藩
に
お
い
て
は
、
貨
物
銀
（
貨
物
増
銀
）
は
当
初
藩
の
勘
定
場
に
預
っ
た
こ
と
が
解
る
。

る
の
は
、
平
戸
の
地
下
町
人
に
配
分
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
糸
剖
符
増
銀
の
町
方
配
分

「
其
後
年
々
何
も
へ
被
下
置
」
と
あ

と
と
も
に
、
従
来
の
研
究
史
に
重
要
な
事
実
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
史
料
に
よ
っ
て
、
諸
国
に
国
貨
物
頭
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
が
判
明
す
る
が
、
平
戸
曹
に
お
い
て
は
、
町
年
寄
の
吉
村
臣
次
郎
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

糸
割
符
増
録
の
配
分
と
平
戸
商
人
の
動
向

市
法
貨
物
仕
法
の
実
施
に
と
も
な
う
貿
易
額
の
増
加
は
、
当
然
金
銀
流
出
の
増
大
と
な
っ
て
現
象
し
た
が
、
幕
府
は
こ
う
し
た
事
態
に
対
し

て
、
新
た
な
政
策
を
打
ち
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
他
方
、
貨
物
増
銀
に
よ
っ
て
繁
栄
し
た
長
崎
に
お
け
る
蒼
修
の
流
行
に
対
し
て
も
、
何
ら

か
の
制
限
を
加
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
幕
府
は
、
徳
川
一
円
の
上
野
館
林
藩
主
徳
川
綱
吉
が
五
代
将
軍
に
就
任
し
て
問
も
な
い
時
期
に
あ
た
る
。
綱
吉
は
徳
川
幕
府
最
初
の

養
子
将
軍
と
し
て
、
将
軍
専
制
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
賞
罰
践
明
の
方
針
を
明
示
す
る
一
方
、
綱
紀
の
粛
正
、
幕
府
財
政
強
化
の
た
め
の
諸

般
の
政
策
を
附
行
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
天
和
の
治
」
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
市
法
貨
物
仕
法
下
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
実
情
が
、
先
に
み

た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
改
正
が
加
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
貿
易
仕
法
が
一
二
た
び
改
正
さ
れ
、
貞
享
二
年
市

法
貨
物
仕
法
か
ら
定
一
角
貿
易
仕
法
へ
と
切
替
え
ら
れ
た
。



定
高
貿
易
仕
法
の
特
色
は
、
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
両
船
貿
易
額
を
そ
れ
ぞ
れ
銀
六
、

0
0
0貰
、
同
三
、

0
0
0貫
に
制
限
し
た
こ
と
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
幕
府
が
外
国
船
の
貿
易
額
を
制
限
し
た
、
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
仕
法
の
名
称
が
起
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
重
要
な
こ

と
は
、
糸
割
符
制
が
復
活
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
時
か
ら
中
国
産
の
白
糸
の
外
に
、
南
方
産
の
黄
糸
も
残
ら
ず
糸
割
符
の
対
象
と
な
っ
た
。

こ
の
時
復
活
さ
れ
た
糸
割
符
制
は
、
五
カ
所
の
題
糸
一
局
お
よ
び
分
国
の
現
糸
一
品
と
も
、
寛
永
十
八
年
の
そ
れ
と
全
く
同
一
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
、
分
国
糸
配
分
組
識
の
復
活
の
な
か
で
、
平
一
戸
藩
に
お
い
て
も
、
再
び
現
糸
十
丸
が
配
分
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
、

「
手
鑑
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

於
長
崎
分
国
中
へ
糸
割
符
被
下
置
候
事
、

貞
享
二
乙
丑
之
年
、

当
町
へ
も
光
年
之
通
、

糸
割
符
被
下
置
侠
段
申
米
、

同
六
月
ニ
為
御

礼
、
町
年
寄
吉
村
庄
次
郎
・
谷
川
劫
左
衛
門
被
指
越
侯

同
丑
ノ
七
月
ぷ
右
糸
割
符
為
受
納
、
来
嶋
伊
左
衛
門
・
判
国
安
右
衛
門
上
下
回
人
ニ
而
被
指
越
、
同
十
月
ニ
糸
之
増
銀
請
取
罷
帰
、
右

両
人
ニ
為
苦
労
銀
壱
人
前
ニ
銀
宝
枚
宛
被
下
伎
、
翌
年
ぷ
ハ
米
嶋
伊
左
衛
門
壱
人
被
指
越
、
八
朔
御
礼
斗
相
勤
回
路
帰
、
若
糸
割
符
ニ
付
彼

地
に
て
御
用
之
節
ハ
、
長
崎
御
屋
敷
番
小
林
徳
右
衛
門
罷
出
承
候
絞
被
仰
付
校
、
為
苦
労
銀
伊
左
衛
門
ニ
五
枚
、
徳
古
術
門
ニ
五
枚
宛
毎

年
被
下
候
、
都
合
拾
枚
徳
右
衛
門
ニ
被
下
侠
、
五
枚
之
内
ぷ
三
拾
呂
ハ
満
や
久
左
衛
門
ニ
被
下
侯

右

糸

之

割

司Tー・
同

丸

｛尽

百
弐
拾
丸

堺

百
丸

江
戸

五
拾
丸

大
坂

百
丸

長
崎

大
名
領
国
に
お
サ
る
糸
割
符
制
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変
遷
と
商
人
の
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六
四

以
上

弐
拾
丸

後
藤
経
殿
勘

入
丸

後
藤
屋
吉
兵
衛

八
丸

上
柳
彦
十
郎

i¥ 
丸

茶
屋
新
四
郎

i¥ 
丸

茶
屋
四
郎
次
郎

i¥ 
丸

亀
屋
庄
右
衛
門

右
御
呉
服
師
之
分
ハ
、
五
ケ
所
割
符
之
外
、
毎
年
此
昔
付
之
こ
と
く
被
下
候
、
但
直
段
ハ
割
符
可
為
間
前
事

（
宇
次
か
）

拾
弐
丸

五
丸

筑博
後多

五
丸

肥
前

壱
丸
半

対小
馬倉

弐
丸
半

拾
丸

平一戸

右
六
ケ
所
之
分
糸
多
渡
候
時
ハ
、
此
割
之
こ
と
く
た
る
へ
し
、
少
ク
来
候
時
ハ
此
積
を
以
減
少
可
割
渡
者
也

以
上
で
あ
る
。

平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
貞
享
二
年
七
月
か
ら
糸
割
符
受
納
の
た
め
に
、
来
嶋
伊
左
衛
門
・
判
目
安
右
衛
門
の
両
名
を
長
崎
に
出
向
さ
せ
て
い

る
が
、
か
わ
ら
は
同
年
十
月
に
糸
割
符
増
銀
を
受
取
っ
て
帰
国
し
て
い
る
。
翌
三
年
か
ら
は
、
来
嶋
伊
左
衛
門
一
名
を
長
崎
に
出
向
さ
せ
、
八



朔
御
礼
の
み
を
勤
め
さ
せ
た
が
、
糸
割
符
に
つ
い
て
御
用
が
あ
る
と
き
は
、
長
崎
屋
敷
番
の
小
林
徳
右
衛
門
を
出
向
さ
せ
御
用
を
勤
め
さ
せ
て

い
る
。こ

う
し
て
、
平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
分
国
糸
の
配
分
を
受
け
た
他
の
諸
落
と
同
様
に
、
貞
事
二
年
か
ら
こ
の
仕
法
が
廃
止
さ
れ
る
元
禄
十
年

ま
で
の
一
三
年
間
、
毎
年
十
丸
ず
つ
の
現
糸
の
配
分
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

一
丸
は
五

O
斤
で
あ
る
か
ら
、
平
戸
落
が
一
三
年
間
に
受
取
っ
た

現
糸
総
額
は
一
三

O
丸
の
六
、
五

O
O斤
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
応
じ
て
糸
割
符
増
銀
の
配
分
を
受
け
た
こ
と
は
、

「
手
鑑
」
に
よ
っ
て

明
際
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
糸
割
符
増
銀
が
五
カ
所
の
糸
割
符
仲
間
に
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
中
国
易
直
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
分
国

糸
の
配
分
を
受
け
る
諸
藩
に
お
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
長
崎
貿
易
に
お
け
る
利
益
銀
の
一

部
が
町
方
に
配
分
さ
れ
た
の
は
、
長
崎
と
駿
府
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
た
特
権
で
あ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
平
戸
に
お
い
て
は
明

ら
か
に
糸
割
符
増
銀
が
町
方
に
配
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
分
国
糸
の
配
分
問
題
に
新
事
実
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

糸
割
符
制
そ
の
も
の
を
体
系
的
に
理
解
す
る
た
め
の
主
要
な
史
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
手
鑑
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
貞
享
二
乙
丑
年
－
2
元
禄
十
丁
丑
年
迄
、
十
三
年
糸
割
符
当
町
江
受
納
、
同
丑
年
ぷ
相
止
候
事

十
三
年
糸
割
符

一
銀
高
百
拾
四
貫
七
百
九
拾
九
匁
五
分
八
厘
三
毛
四
弗

ム
内
六
貫
五
百
目

日
正
ハ
長
崎
糸
支
配
、
五
ケ
所
ニ
糸
壱
斤
ニ
付
壱
匁
宛
引
取
積
リ
、
若
年
－
一
五
百
目
宛
松
波

内
拾
貫
六
百
拾
九
匁
九
厘

大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

六
五
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ムハムハ

是
ハ
八
朔
御
礼
割
符
銀
受
取
参
伎
者
給
銀
諸
遣
十
三
年
分

内
四
拾
四
貫
三
百
目
九
分
壱
厘
六
毛
八
弗

是
ハ
平
戸
町
中
諸
遺

引
残
五
拾
三
貫
三
百
七
拾
九
匁
五
分
七
厘
六
毛
六
弗

内
四
拾
九
貫
三
百
七
拾
九
匁
五
分
七
厘
六
毛
六
弗

是
ハ
右
丑
年
ぷ
子
之
年
造
十
二
年
ニ
、
平
戸
町
中
坪
数
ニ
割
渡
侯

内
四
貫
目

是
ハ
元
禄
十
丁
丑
ノ
年
壱
年
分
町
中
遣
引
残
候
所
、
町
中
為
用
銀
残
置
、
唯
今
手
廻
し
ニ
致
侠
分

右
長
崎
糸
割
符
平
戸
町
へ
致
受
納
候
訳
ハ
、
先
年
阿
蘭
陀
御
当
地
へ
入
津
仕
伎
内
、
当
町
中
ニ
白
糸
六
千
斤
割
符
出
し
候
、
阿
蘭
陀
人
長
崎

へ
引
越
候
而
ぷ
、
平
戸
町
頭
立
候
白
人
長
崎
へ
罷
越
、
六
干
斤
糸
割
符
阿
蘭
陀
出
侠
段
申
達
侯
処
、
公
義
へ
も
御
聞
届
被
遊
割
符
受
納
致
候

処
、
其
後
相
止
、
今
度
分
国
中
へ
糸
割
符
被
下
置
侠
処
、
当
町
へ
も
被
下
置
候
、
右
之
訳
承
、
麦
元
割
符
ハ
分
国
と
違
余
慶
ニ
相
減
リ
校
、

然
処
元
禄
十
丁
丑
年
迄
十
三
年
割
符
被
下
、
分
国
共
ニ
相
止
候
事

平
戸
藩
が
貞
享
二
年
か
ら
元
禄
十
年
ま
で
の
一
三
年
間
に
配
分
さ
れ
た
糸
割
符
増
銀
は
一
一
四
貫
七
九
九
匁
（
分
以
下
切
捨
）
で
、
そ
の

5

ち
六
貫
五

0
0自
は
「
長
崎
糸
支
配
、
五
ケ
所
ニ
糸
壱
斤
ニ
付
壱
匁
宛
引
取
積
リ
」
と
あ
る
か
ら
、
一
半
戸
藩
も
五
カ
所
と
同
様
、
長
崎
糸
支
配

に
対
し
生
糸
一
斤
に
つ
を
一
匁
の
割
で
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

一
年
の
支
払
額
は
五

O
O目
で
、
六
貫
五

O
O目
は
そ
れ
の
一
三
年
分

で
あ
る
。
次
に
一

O
貫
六
一
九
匁
は
、
八
朔
御
礼
割
符
銀
の
受
取
人
に
対
す
る
給
銀
諸
遣
一
三
年
分
で
、
四
四
貫
三

0
0目
が
「
平
戸
町
中
諸

遣
」
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
引
残
り
五
一
ニ
貰
三
七
九
匁
の

5
ち
、
四
九
貫
三
七
九
匁
は
、
貞
享
二
年
か
ら
元
禄
九
年
ま
で
の
一
二
年
間
に
、
平
戸
町
中
へ
「
坪
数



ニ
割
渡
」
し
た
分
で
ら
る
。
残
り
の
四
貫
は
、
一
五
禄
十
年
一
年
分
の
町
中
遣
の
引
残
り
分
で
、
町
中
用
銀
と
し
て
伎
用
中
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
、
額
面
が
も
っ
と
も
多
く
か
っ
重
要
な
の
は
、

「
平
戸
町
中
諸
遣
」
と
平
戸
町
方
へ
の
配
分
銀
で
、
両
者
で
全
体
の
八
一

μ
を

占
め
て
い
る
。
前
者
は
町
年
寄
を
は
じ
め
と
す
る
平
戸
町
方
の
諸
計
費
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
戸
の
地
下
町
人
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
町
方
配

分
銀
は
後
者
で
あ
る
。
町
方
に
お
け
る
小
割
配
分
の
実
態
は
解
ら
な
い
が
、

「
手
鑑
」
に
は
「
坪
数
ニ
割
渡
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
戸

町
の
坪
数
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
る

5
0

で
は
、
当
時
の
平
戸
の
町
方
ほ
ど
の
よ
ラ
に
構
成
さ
れ
、
そ
こ
で
の
前
人
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
考
案

し
た
貿
易
仕
法
の
変
遷
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
を
加
え
よ
う

Q

第
二
表
は
元
禄
十
六
年
に
お
け
る
平
戸
町
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
平
一
戸
町
は
大
福
町
以
下
総
数
一
二
町

よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
本
町
通
り
一
六
町
・
職
人
町
五
町
と
な
っ
て
い
る
。
総
町
家
屋
敷
数
は
入
二
一
軒
、
総
町
坪
訟
は
三
万
七
、
一
二

五
五
坪
で
あ
る
。
前
述
し
た
糸
割
符
増
鋭
の
巧
方
配
分
は
、
こ
の
坪
数
に
応
じ
て
、
総
数
二
一
町
の
地
下
町
人
に
配
分
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

ー、’
2
0

’十ペ』
4
1

各
町
に
は
懸
の
町
年
寄
・
乙
名
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
同
一
の
町
に
は
な
く
、

一
町
間
隔
に
何
れ
か
一
方
が
設
置
さ
れ
る
と
い
う

特
色
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
乙
名
の
場
合
、
六
名
の
う
ち
四
名
が
二
町
の
乙
名
を
兼
ね
て
い
る
。
町
年
寄
の
場
合
、
谷
川
甚
右
衛
門
と
谷
村

三
右
衛
門
は
三
町
の
、
近
藤
市
郎
左
衛
門
と
桶
昼
喜
左
衛
門
は
二
町
の
町
年
容
を
そ
れ
ぞ
れ
兼
ね
て
い
る
。
職
人
町
の
場
合
は
、
町
年
寄
の
外

に
頭
料
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
の
町
年
寄
は
本
町
通
り
の
町
年
寄
が
兼
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
戸
町
に
お
い
て
は
、
町
役
人
が

複
数
町
の
役
人
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、
総
吋
数
に
対
し
て
町
役
人
の
数
は
少
な
く
、
町
年
寄
ば
五
名
・
乙
名
は
六
名
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
町
役
人
が
平
戸
町
の
上
層
町
人
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
か
れ
ら
を
合
め
て
、
平
戸
町
の
地
下
町
人
（
平

町
人
）
は
、
商
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
怯
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
c

第
三
表
が
す
な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
臨
人
の
動
向
（
藤
野
）

六
七



大
名
鎖
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

六
人

元禄年間における平戸町の構成

同
守
1

・
ロ
叶
J

－

げ

リ

開

吋
J

m悶
r

E

n
口
l

l

H

O

開

門

回

F
B

衛

衛

兵

衛

右

左

儀

左

又

三

三
弥

弥

崎

武

武

田

黒

安

西

安

森

一

号

門

門

衛

衛

衛

－

名

一

紺

衛

衛

兵

兵

兵

一

一

右

右

左

郎

郎

勘

一

一

惣

小

郎

九

三

一

一

次

川

一

乙

一

釧

碍

軌

跡

似

宮

一

1
1
J引
i
l
l
l
U川
i
l
uト
i
l－
－
E
l
i－－
U
川
ll｜
引
っ
I
l－
－
引
l
引
U
川
U
い

1lui

』

S
U

ロ

「

ロ

「

ロ

ド

l

R

F

I

ロ

「

ロ

ド

’

H
E
R
l

ロ
F

u

r

－

幸

衛

衛

衛

街

衛

衛

衛

衛

衛

衛

衛

一

左

左

左

右

右

右

右

左

左

右

右

一

助

糊

喜

甚

三

三

甚

郎

喜

三

甚

一

市

一

藤

一

勝

屋

村

川

一

近

近

橋

谷

谷

一

第2表

料

太左衛門

821 qi]' 

72 総町蔵数

桶屋町

1
1
J

、『与
j

町

町

町

町

町

町

町

町

撤

司

至

品

九

野

積

賦

黒

之

吉

江

路

屋

円

ifu富
大

」

一

一

同

時

0

1

2

3

4

5

6

7

7

9

0

1

総

噌

i

噌

4

1

＆

1
品

噌

i

噌

i

噌

A

噌

i

噌

i

噌

i

n

4

の
4

37,355坪総町坪数

「御役所御手鐙」による。

頭年

橘屋

谷川

〔註〕

そ
こ
で
職
業
構
成
に
み
ら
れ
る
平
戸
町
人
の
性
格
は
、
呉
服
屋
以
下
日
常
生
活
に
必
要
な
小
商
人
・
職
人
で
あ
り
、
特
筆
す
べ
き
性
質
の
も

｛お〉

の
は
な
い
。
諸
色
振
売
小
商
人
が
多
数
み
え
る
の
は
、
藩
権
力
に
よ
る
他
国
商
人
の
誘
致
策
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
呉
服
屋
五
軒

谷村

谷村

谷川天 神町

宮之町

延 命町

白銀町

紺屋町

大工町

本

は
す
べ
て
元
禄
年
聞
に
店
を
構
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
質
屋
は
か
つ
て
二
三
軒
あ
っ
た
も
の
が
中
途
で
八
軒
潰
れ
、
元
禄
五
年
に
新
規
入
軒

a
u
n

’
o
o
n
v
 



元禄年間における平戸町の職業構成

32l~干

3 

8 

2 

名！粁数

1 

2 

軒

tc 

屋

屋

屋

官

切

築

屋

屋

業

平

山

川

正

晒

左

石

石

乗

桧

t旨

職

日
一
物
物

笠・灯燈張

1量

1 

1（人〉

2 

1 

1 

2 

3 

6 

1 

2（人〉

屋立’土衣

木綿下結屋

屋

屋

究

屋

屋

屋

研

木・板

木・染

物

舛

鍋

銭

材

輸

焼

数

1軒

4 

33 

11（人）

6（人〉

5（人）

肌）｜
4（人）I

57（人）｜

4（人〕1

35（人〉

3（人）

11（人）

4（人）

工－1
 

名

屋

屋

屋

屋

呂・湯

屋

師
と

頑

ば
一
凋

だ

下
刻

地

師

治しめ頭師

諸色披売小商人

給

取

仕
用

蔵

髪

日

御

屋

中

屋

屋

屋

2

6

9

2

2

1

6

8

7

4

 

1

2

2

2

2

2

 

羽織屋・足袋屋

冶

屋

師

屋

業

国

内

付

職

香

髪

髪

風

て

世

屋

頭粁t同

向

鍛平

研

鞘

金

、，J人，，E
、、

au 

d
法

31 

10 

50 

第3表

数｜

i 16 

! 23 

5粁月日呉

酒

見

l孟

出

同

同

椛

味~曾・醤油・酢屋

米 屋

焼菓子・鰻頭・
餅屋

飴

麹

首

屋

屋

鹿

屋

屋

屋腐

若

儲 ・ 祭 屋

絵師・表具張付
屋

革主 1（人〉

1 

1 

屋

鏑釜・菜~膳屋

刀脇指金具絵隷
下絵画

90（人）I

49（人）I

13（人）I

31（人

自干（売

2 

14 

屋

拐

呑泌答・花切屋

家大工

主誇大工・桶犀
木授

楠

木

船

屋

屋

屋

屋

屋

屋｛由

1 

12 

宿・客

素

八

数

豆

覧

魚

色

一

緒

問

船

胡

打

薬

摩

綿

種

大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

質

振

六
九

工

〔註〕

大

「御役所御手鑑Jによる。

3 



大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

七。

の
質
屋
を
認
め
て
二
三
軒
に
し
た
が
、
同
十
五
年
以
降
ま
た
ま
た
七
軒
が
潰
れ
、

一
六
軒
に
な
っ
た
こ
と
に
一
不
さ
れ
る
よ
ヨ
に
、
諸
商
人
の
挽

争
・
盛
衰
は
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
酒
ほ
て
一
ニ

O
人
の

5
ち、

る
い
は
在
捕
の
商
人
に
売
渡
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
、
農
漁
村
に
お
け
る
f

同
業
資
本
の
侵
透
と
台
頭
を
一
ボ
す
も
の
で
あ
る
。

一
六
人
が
在
浦
に
進
出
す
る
か
、
あ

と
こ
ろ
で
重
要
な
こ
と
は
、
平
戸
町
の
上
層
町
人
を
構
成
す
る
町
役
人
の
う
ち
、
第
二
表
に
掲
載
し
た
同
年
寄
の
全
員
お
よ
び
乙
名
六
名
の

う
ち
四
名
が
酒
屋
で
あ
る
と
い

5
こ
と
で
あ
る
（
残
り
二
名
の
う
ち
一
名
は
酒
ほ
て
、
他
の
一
名
は
椛
屋
）
。
そ
の
う
ち
、
町
年
寄
の
谷
川
助

左
衛
門
は
、
同
じ
町
年
寄
の
吉
村
庄
次
郎
（
「
手
鑑
」
に
は
み
え
な
い
）
と
と
も
に
、
貞
享
二
年
に
お
け
る
分
国
糸
の
再
配
分
に
際
し
、
御
礼

の
た
め
長
崎
に
出
向
し
て
い
る
。
思
う
に
、

ζ

れ
ら
の
町
役
人
が
糸
割
符
増
銀
の
支
益
者
の
中
心
で
、
残
り
が
第
三
表
に
示
し
た
小
商
人
に
配

分
さ
れ
た
の
で
あ
る
う
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
市
法
貨
物
時
代
に
お
い
て
、
貨
物
取
引
に
参
加
し
て
い
た
五
九
名
の
商
人
の
性
格
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
平
戸

の
大
商
人
三
名
・
中
商
人
二
四
名
・
小
商
人
三
二
名
と
い
う
規
定
が
な
さ
れ
た
が
、
国
貨
物
頭
に
前
述
し
た
吉
村
庄
次
郎
が
任
命
さ
れ
た
こ
と

に
一
不
さ
わ
る
よ

5
に
、
大
商
人
は
町
年
寄
の

5
ち
と
く
に
収
引
額
の
多
い
商
人
で
あ
り
、
中
・
小
商
人
は
、
そ
れ
以
下
の
町
役
人
お
よ
び
第
三

表
に
示
し
た
諸
商
人
の
う
ち
、
貨
物
取
引
を
な
し
う
る
資
本
を
有
し
た
階
層
の
商
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
取
引
額
に
応
じ
て
中

商
人
と
小
商
人
に
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

寛
永
十
八
年
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
長
崎
移
転
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
う
け
、
さ
ら
に
明
暦
元
年
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
廃
止
に
と
も
な
う
分
国

糸
配
分
の
中
止
に
よ
っ
て
、
そ
の
衰
退
を
決
定
的
と
し
た
平
戸
の
貿
易
商
人
は
、
自
ら
商
人
と
し
て
経
営
形
態
を
変
革
せ
し
め
る
な
か
で
、
あ

る
も
の
は
鯨
組
に
転
向
し
、
あ
る
も
の
は
商
業
資
本
家
と
し
て
生
き
の
び
、
町
役
人
と
し
て
上
層
町
人
を
構
成
し
な
が
ら
、
幕
府
の
貿
易
仕
法

の
変
遷
に
対
応
し
、
そ
の
利
益
銀
の
配
分
に
預
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
諸
商
人
の
激
し
い
競
争
・
盛
衰
は
町
役
人
に
も
反
映
し
、

一
部
そ
の
勢



力
の
交
替
が
み
ら
れ
た
が
、
糸
割
符
制
が
復
活
さ
れ
た
貞
享
・
元
禄
期
は
、
そ
の
勢
力
も
ほ
ぼ
田
定
し
、
か
れ
ら
は
少
数
に
て
糸
割
符
増
銀
の

受
益
者
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
平
戸
町
に
お
け
る
少
数
町
役
人
の
制
度
は
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
一
戸
藩
に
お
け
る
長
崎
貿
易
利
益
銀
の
受
益
者
の
中
心
が
、
商
業
資
本
家
と
し
て
自
ら
の
再
生
産
の
基
盤
を
も
ち
、
か
つ

町
役
人
と
し
て
特
権
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
と
と
が
、
元
禄
十
年
十
一
月
、
糸
割
符
制
の
改
正
に
よ
っ
て
分
国
糸
が
廃
止
さ
れ
、
翌
十
一
年

い
わ
ゆ
る
長
崎
会
所
貿
易
と
な
っ
て
も
、
急
速
に
衰
退
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

門
註
】

（
1
）
鎖
国
体
制
と
平
戸
藩
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
藤
野
保
『
幕
落
体
制

史
の
研
究
』
五
二
五

l
l五
二
八
頁
参
照
。

（2
）
「
長
崎
根
元
記
」
。

（
3
〉
（
4
）
「
糸
割
符
御
定
之
基
」
（
『
堺
市
史
史
料
』
商
業
一
一
所

収
）
、
「
長
崎
初
発
畜
」
（
『
泉
屋
議
考
』
一

O
輯
所
収
）
。
中
田
易
直

「
鎖
国
の
成
立
と
系
割
符
」
（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
妥
X
『
史
学

研
究
』
所
収
）
、
箭
内
健
次
「
分
間
糸
に
つ
い
て
の
一
考
’
祭
」
（
『
史

淵
』
八
八
務
）
参
照
。

（
5
）
「
御
役
所
御
手
続
」
、
箭
内
健
次
「
鎖
国
と
平
戸
商
人
図
」
（
『
史

淵
』
六
六
日
輯
）
参
照
。

（6
）
中
間
易
直
「
糸
割
符
の
変
遷
」
（
伊
東
多
三
郎
編
『
国
民
生
活
史

研
究
』

2
所
収
）
。

〈

7
）
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
歳
。

（
8
）
箭
内
健
次
「
長
崎
町
貿
易
仕
法
変
革
の
意
義

l
iと
く
に
市
法
貨
物

商
法
を
中
心
に

I
l」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
委
』
豆
号
）
。

（
9
）
『
運
航
一
段
立
第
四
、
『
崎
陽
併
談
』
第
一
一
（
『
九
州
史
料
叢

大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

書』

2
所
収
）
。

（
叩
）
（
日
）
箭
内
他
次
前
掲
「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
一
安
」
五
号
掲
載

論
文
、
中
田
直
易
前
掲
『
国
民
生
活
史
研
究
」
2
所
以
論
文
参
照
。

（
ロ
）
箭
内
健
次
氏
は
前
掲
論
文
K
お
い
て
、
竹
越
与
三
郎
『
日
本
経
済

・
史
』
五
巻
所
収
の
お
史
料
を
究
文
十
二
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る

が
、
右
史
料
に
は
「
駿
河
」
が
八
日
ま
れ
て
お
り
、
「
駿
河
」
が
市
法
貨

物
増
銀
の
配
分
を
受
け
た
の
は
延
｛
五
三
年
で
あ
る
か
ら
（
中
回
目
釘
直

「
駿
河
と
長
崎
貿
易
I
｜
近
世
封
建
都
市
の
一
考
察
｜
｜
」
『
中
央
大

学
八
十
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
）
、
先
の
推
定
は
正
し
く
な
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
お
）
箭
内
健
次
『
長
崎
』
九
五
頁
c

（M
）
『
向
陽
群
談
』
第
二
。

（
日
）
竹
越
与
三
郎
『
日
本
経
済
史
』
五
巻
三
回
三
頁
。

（
日
）
貨
物
増
銀
の
町
方
配
分
に
つ
い
て
は
、
中
田
易
直
前
掲
『
中
央
大

学
八
十
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
論
文
参
照
。

（
げ
〉
藤
野
保
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
四
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
お
）
『
崎
陽
群
談
』
第
一
一
。

七



大
名
領
国
に
お
け
る
糸
割
符
制
の
変
遷
と
商
人
の
動
向
（
藤
野
）

（mm
）
中
国
易
直
前
掲
『
国
民
生
活
史
研
究
』

2
所
収
論
文
参
照
。

（
勾
）
「
糸
割
符
宿
老
覚
書
」
（
「
九
州
文
化
史
研
究
所
」
所
蔵
）
、

役
所
御
手
鑑
」
。

（
幻
）
「
御
役
所
御
手
鑑
」
。

（
n）
（
勾
）
中
田
易
直
前
掲
『
国
民
生
活
史
研
究
』

2
所
収
論
文
。

（
μ
）
四
代
藩
主
松
浦
鎖
信
（
天
祥
）
の
末
年
に
、
町
年
寄
・
乙
名
・
頭

付

記】

’じ

御

料
の
職
務
内
容
が
明
確
化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
寛
文
・
延
宝
期
に
お
け

る
平
戸
落
行
政
部
門
の
整
備
・
拡
大
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
お
）
藤
野
保
『
幕
落
体
制
史
の
研
究
』
五
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
お
）
「
天
祥
公
代
御
法
度
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
、

「
御
役
所
御
手
鑑
」
。

一
入
）
。

本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
箭
内
健
次
・
中
田
易
直
両
氏
よ
り
、
有
益
な
御
助
言
を
え
た
こ
と
を
記
し
、
謝
意
を
表
し
た
い
つ
九
六
七
・
七
・




